
○
内
閣
府
令
第
三
十
九
号

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
域
再
生
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
五
条
第
三
項
第
二
号
並
び
に
第
四
項
第
二
号
及
び
第
四
号
ロ
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
同
条
第
四
項
第
三
号

」
を
「
同
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
十
一
号
」
を

「
第
五
条
第
四
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
十
号
」
を
「
第

五
条
第
四
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
九
号
」
を
「
第
五
条

第
四
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
八
号
」
を
「
第
五
条
第
四



項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
七
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
九
号

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

法
第
五
条
第
四
項
第
八
号
の
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の
お

お
む
ね
の
区
域
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図
及
び
当
該
区
域
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮

尺
五
千
分
の
一
以
上
の
概
況
図

第
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
の
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
六
号
の
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
五
条

第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
六
号
」
に
改
め
、
「
集
落
生
活
圏
」
の
下
に
「
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

単
に
「
集
落
生
活
圏
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
六
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
」
に
、
「
以
下
」

を
「
次
条
第
一
項
第
七
号
イ
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
条

第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
特
定
政
策
課
題
を
」

を
「
政
策
課
題
を
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「

第
五
条
第
四
項
第
三
号
又
は
第
十
四
号
」
に
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、



同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地

方
公
共
団
体
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
港
務
局
に
あ
っ
て
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
港
務
局
を
設
立
し
た
地
方
公
共
団
体
）
が
定
め
た
都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合

戦
略
（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
を
い
う
。
）
又
は
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
同
法
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
を
い
う
。
）

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
次
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
三
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
条
第
一

項
第
四
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
三
条
各
号
」
を
「
第
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
第
一

項
第
十
四
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
、
「
第
五
条
第
四
項
第
十
二
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
十
四
号
」
に
改
め

る
。第

二
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項



イ

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
い

う
。
ロ
及
び
第
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
充
て
て
行
う
事
業
の
内
容
、
期
間
及
び
事
業
費

ロ

法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
業
を
記
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ま
ち

・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
整
備
を
行
う
施
設
の
種
類
並
び
に
施
設
ご
と
の
整
備
量
及
び
事
業
費

第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
十
二
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項

第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
十
一
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項

第
十
三
号
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項

第
十
二
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
十
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
十
二
号
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
前
条
第
一
項

第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
九
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第

十
一
号
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十

号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
八
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「

第
五
条
第
四
項
第
七
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。



十

法
第
五
条
第
四
項
第
八
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
の
内
容

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
六
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し

、
同
項
第
七
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
同
号
」
を
「
法
第
五
条
第
四
項
第

五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
の
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
の

」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
イ
」
に
、
「
第
五
条
各
号
」
を
「
第
六
条

各
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
」
に
、
「
第
六
条
第
一
項
第
一
号

」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
十
八
条
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第

五
条
第
四
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
」
に
、
「
第
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
」
を
「
第
七
条
第
一
項

第
二
号
イ
又
は
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
ハ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
」
に
、
「
次
条
各
号
」
を
「
第

四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
（
同
号
に
規



定
す
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
、
期
間
及
び
事
業
費

第
二
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
四
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

」
を
「
同
条
第
四
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
事
項
に
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規

定
す
る
事
業
の
実
施
状
況
に
関
す
る
客
観
的
な
指
標
及
び
評
価
の
方
法
並
び
に
当
該
事
業
が
先
導
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
理
由
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
事
項
に
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連
す
る
寄
附
の
見
込
額
並
び
に
当
該
事
業
の
実
施
状
況
に
関
す
る
客
観
的
な
指
標
及
び
評
価
の
方
法

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
三
十
八
条

法
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行



お
う
と
す
る
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
生
涯
活
躍
の
ま
ち

形
成
事
業
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
認
定
市
町
村
（
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
市
町
村
を
い
う
。
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
三
十
に
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
二
に
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
十
一
」
を
「
別
記

様
式
第
三
十
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
九
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
一
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
別
記
様
式
第
二
十
七

」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
九
」
に
、
「
別
記
様
式
第
二
十
八
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「

第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項

ま
で
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
三
条
と
し

、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
以
下
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三



十
一
条
と
し
、
第
二
十
七
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
二
十
二
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
四
」
に
、
「
別
記
様
式
第
二
十
三
」
を
「
別
記
様

式
第
二
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
二
十
四
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
六
」
に
、
「
別
記
様
式
第
二
十
五

」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
七
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
別
記
様
式
第
二
十
六
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
八
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
認
定
事
業
者
」
の
下
に
「
（
法
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
五
の
報
告
書
を
」
を
「
別
記
様
式
第
十
六
の
報
告
書
に
、
当
該
契
約
の
日
に
お
い

て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
別
記
様
式
第
十
七
に
よ
る
宣
言
書
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
特
定
会
社
が
そ
の
設
立
の
日
以
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

二

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
、
確
認
の
日
に
お
け
る
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
以
上
の
数
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
。

三

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
、
当
該
締
結
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
け
る
常
時
雇
用
す
る

従
業
員
の
数
に
比
べ
て
二
人
（
当
該
特
定
会
社
が
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
（
中
小
企
業
基
本
法
第
二
条
第
五
項
の
商
業
又



は
サ
ー
ビ
ス
業
を
い
う
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
人
）
以
上
増
加

し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
確
認
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
払
込
み
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
に
掲
げ
る
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
別
記
様
式
第
十
六
」
を
「
別
記
様

式
第
十
八
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
七
」
を
「
別
記
様
式
第
十
九
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
記
様

式
第
十
八
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
別
記
様
式
第
十
九
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
一
」
に
改
め

、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
別
記
様
式
第
二

十
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
別
記
様
式
第
二
十
一
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
三
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
二
」
を
「
別
記
様
式
第
十
三
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
十
三
」

を
「
別
記
様
式
第
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
四
」
を
「
別
記
様
式
第
十
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
（
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
「
別
記
様
式
第
七
」
を
「
別
記
様
式
第
八
」
に
改
め
、
「
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体



を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い

て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
準
事
業
年
度
」
に
、
「
こ
れ
ら
」
を
「
こ
れ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
（

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
別
記
様
式
第
八
」
を
「
別
記
様
式
第
九
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
九
」
を
「
別
記
様
式
第
十
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
記
様
式
第
十
」
を
「
別
記
様
式
第
十
一
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項

中
「
別
記
様
式
十
一
」
を
「
別
記
様
式
第
十
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま

で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
「
株
式
会
社
」
の
下
に
「

（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
を
専
ら
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
会
社
」
の
下
に

「
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

そ
の
設
立
の
日
以
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。



ロ

確
認
（
法
第
十
六
条
の
確
認
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
八
項
及
び
第
九
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
申
請
の
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。

）
に
お
け
る
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
同
項
第
二
号
の
損
益
計
算
書
の
営
業
利
益
の
額
の
売
上
高
の
額

に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
二
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
会
社
が
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

設
立
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
条
第
七
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
次
条
第
八
項
」
を
「
次
条
第
七
項

」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
号
を
削
り
、

同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
六
」
を
「
別
記
様
式
第

七
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
七
条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
四

項
第
三
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
次
条
」
を
「
次
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
別
記

様
式
第
五
」
を
「
別
記
様
式
第
六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。



第
十
七
条
第
一
号
中
「
第
五
条
各
号
」
を
「
第
六
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三

号
イ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
四
」
を
「
別
記
様
式
第

五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
事
業
年
度
」
の
下
に
「
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
二
条
各
号
」
を
「
第
十
五
条
各
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
次
条
」
を
「
次
条
第
五
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
」
を
「
別
記
様
式
第
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
八
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
以
下
」
を
「
次
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
第
三
条
各
号
」
を
「
第
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を

加
え
る
。

（
寄
附
を
行
う
法
人
に
対
す
る
利
益
供
与
の
禁
止
）

第
十
三
条

認
定
地
方
公
共
団
体
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
ま
ち



・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連
す
る
寄
附
を
行
う
法
人
に
対
し
、
当
該
寄
附
を
行
う
こ
と
の
代
償
と
し
て
経

済
的
な
利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
の
実
施
に
係
る
手
続
）

第
十
四
条

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
法
人
か
ら
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連
す
る
寄
附
を
受
け
た
と

き
は
、
当
該
法
人
に
対
し
、
当
該
寄
附
の
額
及
び
そ
の
受
領
し
た
年
月
日
を
証
す
る
書
面
を
別
記
様
式
第
三
に
よ
り
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

２

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
が
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
事
業
の
実

施
状
況
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
第
二
号
中
「
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
」
を
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
」
に
、
「
施
設
の
整
備
の
事

業
期
間
」
を
「
事
業
の
期
間
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
一
条
各
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
五
条
第
四
項
第
七
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。



第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と

す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条

第
四
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

地
域
再
生
拠
点
（
法
第
五
条
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
地
域
再
生
拠
点
を
い
う
。
）
の
形
成
を
図
る
た
め
に
行
う
次

に
掲
げ
る
事
業
で
あ
っ
て
株
式
会
社
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

イ

集
落
生
活
圏
の
住
民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
の
整
備
又
は
運
営
に
関
す
る
事
業

ロ

集
落
生
活
圏
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
に
資
す
る
施
設
の
整
備
又
は
運
営
に
関
す
る
事
業

第
六
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
」
に
、
「
に
掲
げ
る
」
を
「
の
」
に
改
め

、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六

条
と
す
る
。

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と



す
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と

し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
）

第
三
条

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
事
業
の
実
施
に
必
要
な
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

二

寄
附
の
額
が
一
の
寄
附
ご
と
に
十
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
が
当
該
事
業
を
行
う
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
法
人
か
ら
の
寄
附
で
な

い
こ
と
。

「５
－
２

特
定
政
策
課
題
に
関
す
る
事
項

（地
域
再
生
法
第
５
条
第
４
項
第
３
号
の
事
項
を
記
載
す
る

別
記
様
式
第
一
中

５
－
３

第
５
章
の
特
別
の
措
置
を
適
用
し
て
行
う
事
業

５
－
４

そ
の
他
の
事
業

場
合
の
み

）

「５
－
２

第
５
章
の
特
別
の
措
置
を
適
用
し
て
行
う
事
業

「注
１

５
－
２
に
掲
げ
る
事
項
に
は



を

に
、

５
－
３

そ
の
他
の
事
業

」

注
２

１

、４
及
び
７
に
掲
げ
る
事

」

、事
業
の
実
施
に
よ
り
そ
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
特
定
政
策
課
題
の
内
容
及
び
当
該
事
業
の
実
施
に
よ
る
特
定
政
策
課
題
の

項
に
つ
い
て
は

、記
載
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と

。

「注
１

地
域
再
生
法
第
５
条
第
４
項
第
１
号
の
事
項
を
記
載
す

解
決
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

注
２

地
域
再
生
法
第
５
条
第
４
項
第
２
号
の
事
項
を
記
載
す

を
」

注
３

地
域
再
生
法
第
５
条
第
４
項
第
４
号
の
事
項
を
記
載
す

注
４

１

、４
及
び
７
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

、記
載
す

る
場
合
に
は

、５
－
２
に
掲
げ
る
事
項
に

、事
業
の
実
施
状
況
に
関
す
る
客
観
的
な
指
標
及
び
評
価
の
方
法
並
び
に
当
該
事
業

る
場
合
に
は

、５
－
２
に
掲
げ
る
事
項
に

、事
業
に
関
連
す
る
寄
附
の
見
込
額
並
び
に
当
該
事
業
の
実
施
状
況
に
関
す
る
客
観

る
場
合
に
は

、５
－
２
に
掲
げ
る
事
項
に

、事
業
の
実
施
に
よ
り
そ
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
特
定
政
策
課
題
の
内
容
及
び
当

る
よ
う
努
め
る
こ
と

。

が
先
導
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
理
由
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。



的
な
指
標
及
び
評
価
の
方
法
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

に
改
め
る
。

該
事
業
の
実
施
に
よ
る
特
定
政
策
課
題
の
解
決
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

」

別
記
様
式
第
二
中
「第

９
条
関
係

」
を
「第

１
０
条
関
係

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
一
中
「別

記
様
式
第
３
１

（第
３
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
３
３

（第
３
６
条
関
係

）
」
に
、
「

第
３
３
条
第
１
項

」
を
「第

３
６
条
第
１
項

」
に
、
「第

７
条
各
号

」
を
「第

８
条
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第

三
十
三
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
十
中
「別

記
様
式
第
３
０

（第
３
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
３
２

（第
３
６
条
関
係

）
」
に
、
「第

３
３
条
第
１
項

」
を
「第
３
６
条
第
１
項

」
に
、
「第

７
条
各
号

」
を
「第

８
条
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三

十
二
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
九
中
「別

記
様
式
第
２
９

（第
３
２
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
３
１

（第
３
５
条
関
係

）
」
に
、
「

第
３
２
条
の

」
を
「第

３
５
条
の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
十
一
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
八
中
「別

記
様
式
第
２
８

（第
３
１
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
３
０

（第
３
４
条
関
係

）
」
に
改
め



、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
十
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
七
中
「別

記
様
式
第
２
７

（第
３
１
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
９

（第
３
４
条
関
係

）
」
に
改
め

、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
九
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
中
「別

記
様
式
第
２
６

（第
２
５
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
８

（第
２
８
条
関
係

）
」
に
、
「

第
２
５
条
第
５
項

」
を
「第

２
８
条
第
５
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
八
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
中
「別

記
様
式
第
２
５

（第
２
５
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
７

（第
２
８
条
関
係

）
」
に
改
め

、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
七
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
四
中
「別
記
様
式
第
２
４

（第
２
５
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
６

（第
２
８
条
関
係

）
」
に
改
め

、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
六
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
中
「別

記
様
式
第
２
３

（第
２
５
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
５

（第
２
８
条
関
係

）
」
に
、
「

第
７
条
各
号

」
を
「第

８
条
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
五
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
中
「別

記
様
式
第
２
２

（第
２
５
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
４

（第
２
８
条
関
係

）
」
に
、
「

第
７
条
各
号

」
を
「第

８
条
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
四
と
す
る
。



別
記
様
式
第
二
十
一
中
「別

記
様
式
第
２
１

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別
記
様
式
第
２
３

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
、
「

第
２
３
条
第
９
項

」
を
「第

２
６
条
第
９
項

」
に
、
「第

２
３
条
第
６
項

」
を
「第

２
６
条
第
６
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別

記
様
式
第
二
十
三
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
中
「別

記
様
式
第
２
０

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
２

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
、
「第

「２

．申
請
者
が
地

３

．払
込
期
日

（

４
．３

の
期
日
が

２
３
条
第
８
項

」
を
「第

２
６
条
第
８
項

」
に
、
「第

２
３
条
第
６
項

」
を
「第

２
６
条
第
６
項

」
に
、

５

．当
該
申
請
に

６

．取
得
株
式
数

７

．払
込
金
額

８

．払
込
金
額
の

域
再
生
法
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と

又
は
成
立
の
日

）

平
成

年
月

日



当
該
法
人
の
指
定
の
有
効
期
間
内
で
あ
る
こ
と

係
る
払
込
み
は

、地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
２
３
条
第
１
項
の
株
式
投
資
契
約
そ
の
他
の
資
金
の
調
達
の
契
約
に
基
づ
く
も
の

総
額

「２

．申
請
者
が
地
域
再
生
法
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と

３
．申

請
者
が
地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
２
６
条
第
１
項
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と

４

．払
込
期
日

年
月

日

５

．４
の
期
日
が
当
該
法
人
の
指
定
の
有
効
期
間
内
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
こ
と

を

６

．当
該
申
請
に
係
る
払
込
み
は

、地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
２
６
条
第
１
項
の
株
式
投
資
契
約
そ
の
他

７

．取
得
株
式
数

８

．払
込
金
額

」

９

．払
込
金
額
の
総
額



に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
二
と
す
る
。

の
資
金
の
調
達
の
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

」

別
記
様
式
第
十
九
中
「別
記
様
式
第
１
９

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
１

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
、
「第

２
３
条
第
６
項

」
を
「第

２
６
条
第
６
項

」
に
、
「第

２
３
条
第
８
項

」
を
「第

２
６
条
第
８
項

」
に
、
「第

１
６
条
第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「２

．払
込
期
日

（又
は
成
立
の
日

）
平
成

年
月

日

」
を
「２

．払
込
期
日

年
月

日

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
一
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
八
中
「別

記
様
式
第
１
８

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
２
０

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
、
「第



２
３
条
第
１
項

」
を
「第

２
６
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
七
中
「別

記
様
式
第
１
７

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
９

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
、
「第

２
３
条
第
１
項

」
を
「第

２
６
条
第
１
項

」
に
改
め
、
「報
告
書

」
の
下
に
「及

び
宣
言
書

」
を
加
え
、
「注

氏
名
の
記
載

「

記

地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
２
６
条
第
１
項
各
号
に

（１

）設
立
年
月
日

（２

）業
種

を
自
署
で
行
う
場
合
に
は

、押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

」
を

（３

）従
業
員
数

（４

）確
認
の
日
に
お
け
る
従
業
員
数

（５

）前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
従
業
員
数

注
１

確
認
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

注
２

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は

、



該
当
す
る

。

年
月

日人

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
九
と
す
る
。

人人

払
込
み
を
受
け
る
場
合
は

、

（５

）を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

。

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

」

別
記
様
式
第
十
六
中
「別
記
様
式
第
１
６

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
８

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
改
め
、

同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
八
と
し
、
同
様
式
の
前
に
別
記
様
式
第
十
七
と
し
て
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第１７（第２６条関係）

払込み前の認定に係る要件に関する宣言書

年 月 日

認定地方公共団体の長の氏名 殿

会社の名称及び代表者の氏名 印

当社は、 年 月 日の資金の調達に関する契約の締結日において、地域再生法施行規

則第２６条第１項各号に掲げる要件に該当することを宣言します。

注 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別
記
様
式
第
十
五
中
「別

記
様
式
第
１
５

（第
２
３
条
関
係

）
」
を
「別
記
様
式
第
１
６

（第
２
６
条
関
係

）
」
に
、
「第

１
６
条
第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「第

２
３
条
第
１
項

」
を
「第
２
６
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第

十
六
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
四
中
「別

記
様
式
第
１
４

（第
２
２
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
５

（第
２
５
条
関
係

）
」
に
、
「第

２
２
条
第
１
項

」
を
「第

２
５
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
五
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
中
「別

記
様
式
第
１
３

（第
２
２
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
４

（第
２
５
条
関
係

）
」
に
、
「第

２
２
条
第
１
項

」
を
「第

２
５
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
四
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
二
中
「別

記
様
式
第
１
２

（第
２
２
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
３

（第
２
５
条
関
係

）
」
に
、
「第

１
６
条
第
１
項

」
を
「第
１
６
条

」
に
、
「第

２
２
条
第
１
項

」
を
「第

２
５
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第

十
三
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
中
「別

記
様
式
第
１
１

（第
２
１
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
２

（第
２
４
条
関
係

）
」
に
、
「第

１
６
条
第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「第

２
１
条
第
９
項

」
を
「第

２
４
条
第
８
項

」
に
、
「同

条
第
１
０
項

」
を
「同

条
第
９
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
二
と
す
る
。



別
記
様
式
第
十
中
「別

記
様
式
第
１
０

（第
２
１
条
関
係

）
」
を
「別
記
様
式
第
１
１

（第
２
４
条
関
係

）
」
に
、
「第

１

６
条
第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「第

２
１
条
第
５
項

」
を
「第
２
４
条
第
４
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十

一
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
中
「別

記
様
式
第
９

（第
２
１
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
１
０

（第
２
４
条
関
係

）
」
に
、
「第

１
６

条
第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「第

２
０
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で

」
を
「第

２
３
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で

」
に

「
（１

）設
立
年
月
日

年

「
（１

）業
種

（２

）業
種

（２

）資
本
金
額

万
円

（３

）資
本
金
額

、

（３

）従
業
員
数

人

を

（４

）基
準
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業

（４

）特
定
地
域
再
生
事
業
の
内
容

（５

）従
業
員
数

（５

）上
記
の
特
定
地
域
再
生
事
業
を
専
ら
行
う
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と

」

（６

）特
定
地
域
再
生
事
業
の
内
容

（７

）上
記
の
特
定
地
域
再
生
事
業
を

月
日



万
円

利
益
の
額
の
売
上
高
に
対
す
る
割
合

に
、
「第

２
０
条
第
４
号
か
ら
第
１
０
号
ま
で

」
を
「第

２
３
条
第
４
号
か
ら
第
９
号

人

専
ら
行
う
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と

」

「第
９
号

当
該
認
定
地
域
再
生
計
画
に
係
る
特
定
地
域
再
生
事
業
を
実
施
す
る
株
式
会
社
が
他
に
存
在
し
な
い

ま
で

」
に
、

第
1
0
号

特
定
地
域
再
生
事
業
を
行
う
株
式
会
社
の
数
が
全
国
で
5
0
未
満
で
あ
る
こ
と

こ
と

を
「第

９
号

当
該
認
定
地
域
再
生
計
画
に
係
る
特
定
地
域
再
生
事
業
を
実
施
す
る
株
式
会
社
が
他
に
存
在
し
な
い
こ

」

と

」
に
、
「第
２
０
条
第
１
号
か
ら
第
１
０
号
ま
で

」
を
「第

２
３
条
第
１
号
か
ら
第
９
号
ま
で

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

様
式
第
十
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「別

記
様
式
第
８

（第
２
１
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
９

（第
２
４
条
関
係

）
」
に
、
「第

１
６
条



第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「第

２
０
条
第
１
号

」
を
「第

２
３
条
第
１
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
九
と
す

る
。別

記
様
式
第
七
中
「別

記
様
式
第
７

（第
２
１
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
８

（第
２
４
条
関
係

）
」
に
、
「第

１
６
条

第
１
項

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「第

２
１
条
第
１
項

」
を
「第

２
４
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
八
と
す

る
。別

記
様
式
第
六
中
「別

記
様
式
第
６

（第
１
９
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
７

（第
２
２
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
七
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「別

記
様
式
第
５

（第
１
８
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
６

（第
２
１
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
六
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「別

記
様
式
第
４

（第
１
６
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
５

（第
１
９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
五
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「別

記
様
式
第
３

（第
１
５
条
関
係

）
」
を
「別

記
様
式
第
４

（第
１
８
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
四
と
し
、
同
様
式
の
前
に
別
記
様
式
第
三
と
し
て
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第３（第１４条関係）

受領証

年 月 日

法人の名称及び代表者の氏名 殿

地方公共団体の長の氏名 印

地域再生法第１３条の２に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄

附として、下記の寄附を受領したことを証明する。

記

事業名

寄附年月日 年 月 日

寄附金額 円

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


